物品購入契約書


１　契約名　　　令和　年度 

２　規格及び数量　　　別添参照

３　契約金額　　　　　　　　　　　　　　　円
　　　　　　　　　　（うち消費税額　　　　　　円）

４　契約保証金　　　免　　除

５　納入期限　　　令和　年　月　日

６　納入場所

　上記の事項について　綾町　を「甲」とし、　　を「乙」として、次の事項により契約を締結する。

（検査等）
第１条　甲は、物品の納入を受けたときは、その日から5日以内に検査を行うものとする。
２　甲は、検査の結果、契約の内容の全部または一部が契約に違反し、又は不当であると認めたときは、乙に対して他品との交換を求めることができる。

（保証）
第２条　乙は、契約物品が所有する性能を有すること及び隠れた欠陥のないことを保証する。
　　　　　　　
（契約金額の支払）
第３条　契約金額は、納品完了後40日以内に支払うものとする。



（契約外の事項）
[bookmark: _GoBack]第４条　本契約に定めのない事項については、綾町諸規定の定めるところ　　による。

　上記契約の証として本書２通を作成し、甲・乙記名押印して各１通を保有する。



　　令和　年　月　日


　　　　　　　　　　　　　　宮崎県東諸県郡綾町大字南俣５１５番地
　　　　　甲　　　　　　　　綾　　　町
　　　　　　　　　　　　　　綾　町　長　　松 本　俊 二　印



　　　　　乙　　住所
商号又は名称
　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印
